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本日の内容

 「原子力安全のためのマネジメントシステム規程

（JEAC4111-2021）」は，足掛け４年の期間をかけて整備
し，本年５月末に発刊予定である。 この間，規制側と
「JEAC4111改定基本方針検討タスク」で10回の協議を行
い，規則・解釈の意図の明確化を経て，原子力規格委員
会の審議プロセスにより策定した。

 本稿では，規格の概要を説明すると共に，今後の活用
に向けた取組を示した。

 新たな要求事項に対する取組内容は，巻末の「参考」
に添付した。
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Ⅱ．設計及び工事に係る品管規則は，設置許可の許可基準に格上げ

 対象期間が工事計画認可・設工認の認可から，設置許可～廃止措置までに拡
大，対象施設は原子力施設（８施設）をカバーする

 以下の４カテゴリーが追加された

①GSR Part2との整合，②JIS Q 9001:2015からの反映，③米国の

規制制度から学ぶべき事項，④新検査制度運用にあたり必要な事項

JEAC 4111改定の背景

Ⅲ．最新知見の反映

 品管規則に追加された４カテゴリーの他にも，IAEAのGSR Part2，JIS Q
9001:2015及びこれらに係るガイド等の最新知見を反映

 事業者の自主的安全性向上に繋がる要求事項・適用ガイドを検討し追加

Ⅰ．事業者の一義的責任を明確にするとともに規制検査を一本化する法改正

 横断領域※で，新制度の前提となる事業者の自主的安全性向上を支援する必
要性
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※：安全マネジメントシステム、安全文化など、業務・施設の品質を確保するための共通的要素



JEAC 4111-2021について
原子力安全のためのマネジメントシステムの基本的考え方

• 原子力安全のためのマネジメントシステムの基本は，原子力安全に影響を与える全
てのプロセスについて，これを計画し，実施し，評価し，パフォーマンスを改善すると
いうPlan-Do-Check-Act(以下，「PDCA」という。)サイクルを廻すことによって，原子
力安全の達成を強固にしていくことである。

• 本規程は，原子力安全の達成・維持・向上に影響する，安全文化及び安全のため
のリーダーシップについて，要求事項として具体化を図るとともに，原子力安全に影
響する「技術的，人的及び組織的要因の相互作用」を，適切に考慮することを明確
にした。

• 本規程は，事業者の自主的な改善努力によるパフォーマンスの向上に重点をおき，
活動の具体例などを記載した適用ガイドを充実するとともに，リスクに基づく考え方
を用いることで，本規程の目的とする原子力安全の達成・維持・向上を実現すること
を基本的な考えとしている。

• 原子力安全の達成・維持・向上のための活動は原子力安全に関わる全ての組織・
人の協働により達成する性格のものであることから，このような概念を事業者のみ
ならず，支援組織(供給者を含む)においても普及し，更に改善に向けて自律的に取
り組むことを本規程の前提としている。
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適用範囲

【施設】

原子力施設

加工施設，再処理施設，発電用原子炉施設，使用
済燃料貯蔵施設，廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施
設

【活動】

設計・建設段階，試運転段階，運転段階及び廃止措
置段階において，組織が実施する原子力安全に係る
業務
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本規程における記載事項の構成

本規程の記載事項は，次に示す項目から構成されている。

第1部 序論

第2部 要求事項

第3部 適用ガイド及び解説

附属書 附属書-1 根本原因分析に関する要求事項

附属書-2 安全文化及び安全のためのリーダー

シップに関する適用ガイド

附属書-3 改善措置活動(CAP)に関する適用ガイド

附属書-4（参考）品質マネジメントシステムに関
する標準品質保証仕様書

要求事項，適用ガイド及び解説の構成はJEAC 4111-2013及び品
管規則・解釈に合わせて，4章から8章の構成とした。
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JEAC4111の構造の変遷

JEAC 4111-2003 JEAC 4111-2013 JEAC 4111-2021

JEAC 4111-2009

JIS Q 9001:2000
を基本として，
民間自主規格を

策定

炉規則品証
要求

福島事故の反映
としてGSR Part 
2ドラフトより推奨
事項を追加

GSR Part 2
JIS Q 9001：2015
などより民間自
主要求を追加

要求事項に対す
る取組み方を
「適用ガイド」とし
て示す

要求事項に対す
る取組み方をガ
イドとして示す

JEAG 4121-2005
JEAG 4121-2009 JEAG 4121-2015

要求事項に対す
る取組み方をガ
イドとして示す

ガイドから規格として精選

規制要求を満たす内容

民間規格として策定
した内容

JIS Q
9001：2008
をベースに，
追加要求事
項を追加し
QA技術基
準として

2013に制定

品管規則
（GSR Par2
等を踏まえ
た21項目を
追加）を満た
す

（エンドースされた）
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JEAC 4111-2021の構成コンセプト

基本要求事項
追加要求事項
（shall）

適用ガイド
今回新たに追加

(should,may,can）
解説

JEAC 4111-2013の構
造，要求事項をベース
として全体を構成し；
①品管規則として追加
された要求事項を含
めた基本要求事項

以下から抽出した,要求事
項に対する取組み方を下
記を参照して構成
①JEAG 4121の【解説】
【例示】を選択し規格化
②新規事項については，

IAEAのガイドライン,
欧米の文献，実施例等
から必要な情報を反映
・検討

③JIS Q 9002（9001の
ガイド）から必要な情
報を反映

・要求事項の必要性,背
景,言葉の解釈など

・品管規則との関係
・適用ガイドの背景
・参考文献など

②民間自主規格として
追加した要求事項

（GSR Part2, JIS Q 
9001,JEAG 4121等
から）

新検査制度に対応し,品管規則を満たすと共に,事業者の自主的安全性向上を推
進する規格とする。
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要求事項の構成
【基本要求事項】

JEAC 4111-2013を基本として全体を構成するとともに，「法令・規制要求事

項」としての「品管規則及び解釈」を満たすよう「4.原子力安全のためのマネ

ジメントシステム」から「8.評価及び改善」（附属書-1「根本原因分析に関す

る要求事項」）を含む。）について定めたものである。

品管規則の追加２１項目をP10,11に示す。

【追加要求事項】

GSR Part2，GS-G-3.1, 3.5，JIS Q 9001:2015，JEAG 4121-2015などの中か

ら，要求事項として本規程で明確化すべき事項，及び本規程策定に当たっ

て事業者として自主的安全性向上のために必要と考えられる事項を定めた

ものである。

追加した要求事項をP12に示す。
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・ 追加項目の概要

１ 基本安全目的の反映

２ リスクを考慮したグレード分けの明確化

３ 全ての階層の管理者のリーダーシップの明確化

４ 法令遵守及び規制要件の反映の明確化

５ 経営責任者の健全な安全文化を醸成する取組の明確化

６ システミック・アプローチの明確化（HTOを考慮）

７ 責任と権限のインターフェイス

８ 試験・検査を行う者の独立性の確保の明確化

９ 管理者の自己アセスメントの追加

10 内部監査を行う者の独立性の明確化

11 調達プロセスへの規制機関の立ち入りを可能とする措置の追加

品管規則の追加２1項目
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【基本要求事項】へ



・ 追加項目の概要

12 調達プロセスにおける一般産業用工業品の管理

13 MRのインプット項目の追加（資源の妥当性，リスク）

14 監視測定の監視方法にPIを活用することを明確化

15 安全とセキュリティー相互の潜在的影響の管理

16 プロセスの妥当性確認とレビューを行う者の明確化

17 文書の管理に文書の保護，不適切使用防止

18 文書改訂手続きと入力情報（根拠）の管理の追加

19 プロセス及び組織変更管理の追加（設計管理の対象拡大含む）
（累積的な影響が生じうるプロセスを含む。）

20 外部からの要員確保

21 不適合及び不適合未満への対応，未然防止含む

品管規則の追加２1項目

11

【基本要求事項】へ



追加要求事項

・4.1 「一般要求事項」 (8) リスク情報活用

・6.1 「資源の提供」組織の知識の維持と利用

・7.1 「業務の計画」(5)コンフィギュレーション管理

・7.3.6 「設計・開発の妥当性確認」（2）妥当性確認の実施時期を明確化

・7.3.7 「設計・開発の変更管理」(1)変更管理の対象を明確化

・7.3.7 「設計・開発の変更管理」 (2）設計・開発の終了後に発生した変更の管理方法

・7.4.1 「調達プロセス」(6) 偽造品，不正品等の防止対策

・7.4.2 「調達要求事項」(1) d) 報告が必要となる不適合の範囲に関する要求事項

・7.5.1 「業務の実施の管理」(2) 人的過誤を未然に防止・低減するための処置

・8.1 「一般」(1)監視，測定，分析及び評価の結果の証拠として記録の保持

・8.2.2 「内部監査」 監査員の力量を評価し，認定，選定

・8.2.4 「検査及び試験」 (2) 検査及び試験におけるホールドポイントの規定を明確化

・8.2.4 「検査及び試験」 (6) 検査及び試験の要員の力量を評価し，認定を明確化

・8.3 「不適合管理」 (6) 不適合事象の公開基準の規定
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適用ガイド
• 適用ガイドとは；第３部，附属書-2及び附属書-3

• 第２部の「基本要求事項」，「追加要求事項」に適合するための実

績のある実施方法，活動の例を示す（should, can, mayの記載に

より）

• 「品管規則及び解釈」に対する具体的な実施方法を含む

規格の使用者にとって取り組みやすくし，また混乱を避けるた

め，民間で従来使用してきた用語，表現を用いた。

• 事業者の経験，技術の進歩，規制上の考慮を反映

⇒効果的なマネジメントシステムの構築・運用，自主的安全性向上
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本「適用ガイド」は，事業者が自主的安全性向上に効果的に取り
組めるよう，記載内容を精査し充実させた。（参考を参照）



用語及び定義
• 用語及び定義

今回の改定において「用語及び定義」として，明確化を図った。

明確化に当たっては，従来の定義，IAEAのグロサリ，品管規則の定

義，JIS Q 9000:2015「品質マネジメントシステム－基本及び用

語」を参考とした。

• 品管規則・解釈の用語との対応表（解説）

JEAC 4111での用語は，2003年版以来，民間で定着した使われ方を

しているので，必ずしも品管規則での用語をそのまま使うことはせ

ず，JEAC 4111の用語と品管規則及び解釈の用語で相違がある場合，

用語の対応表を作成し，従来の用語を継続して使用することとした。

例 経営責任者→トップマネジメント

健全な安全文化を育成し，維持する→健全な安全文化を醸成する

実効性を維持する→有効性の継続的な改善 等

１６の用語について対応表を提示
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規格の活用について

(1) 本規格は，国の定めた規則・解釈を満たす「基本要求事

項」とし，これに加えて事業者の自主的安全性向上を支援

する「追加要求事項」と，それらのための「適用ガイド」で構

成したものである。規制要求を満たすと共に，これをさらに

充実させ，原子安全をより強固にするための規格である。

その意味からも，審査・検査を担う規制側と，改善を促進す

る事業者側との「安全のためのマネジメントシステム」に対

する共通の理解のベースとなるものであり，発刊後に規制

側の文書に何らかの位置づけの明確化をしてもらうよう訴

求する予定である。
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規格の活用について
(2) 本規格は，その性格上，三学協会が定める多くの規格の最上
位の大きな傘となる性質を持っている。その意味でも，この大き
な傘となる規格であることを認識していただきたい。

(3) 本規格は，IAEAの安全基準である「GSR Part 2」，
「ISO9001:2015」，米国のプラクティス及び従来の日本の取組な
どを踏まえて策定され，従来になく大きな変更がなされており，
これを適用するためには，学会標準も含めた多くの知見を必要
とする。

(4) 本規格は，世界の標準を基に策定されているが，適用ガイド
はベストプラクティスを示したものではない。各事業者が，有効
な具体的要領を定めるにあたっては，適用ガイドで示した実施
方法に基づき，事業者間の良好事例の情報，或いは世界のベ
ストプラクティスを参照して自らのシステムを構築して頂きたい。
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参 考

（以下は，新規要求に対する
JEAC4111の改定内容の概要である）
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JEAC4111改定内容の概要(１)
リスクへの対応

4.1 一般要求事項 「リスク情報活用」

(2) グレード分けにおいて，“原子力施設の品質又は業務に関連する，原子力安全に係るハザー

ド（リスク源）及びこれらに関連するリスクの大きさ”を考慮する。

(8) 組織は，マネジメントシステムの確立及び運用において，リスク情報を活用しなければならな

い。(追加要求）

【適用ガイド】

・グレード分けにおいて考慮できる事項を記載（従来と同様）

・本規程におけるリスクは，業務・原子力施設における，安全，セキュリティ及び品質（業務・原子

力施設の品質の達成）に影響を及ぼすリスク並びに放射線が環境に及ぼすリスクを前提として

おり，内部及び外部の課題（5.3a）参照）に応じて，労働安全上のリスクなど，他の容認できない

多様なリスクも対象として含めることができる。

・原子力発電所にあっては，これらのリスク情報を活用した意思決定（RIDM：Risk Informed 

Decision Making）の取組が自主的に行われている。これは，「深層防護」及び「設計基準事故

（DBA）」による「決定論的」アプローチに加えて，原子力発電プラントの標準的な確率論的リスク

評価（PRA）と個々の発電プラントに固有なPRAを考慮するものであることを記載。
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【適用ガイド】マネジメントシステムの確立及び運用に
おける全般的なリスク情報の活用の例；

1) マネジメントシステムの変更を計画し，実施する場合に起こり得る結果の考慮
（5.4.2(2)a）参照）

2) 改善の機会を捉えた処置の実施（8.1(1)，8.2.3(3)及び附属書-3「改善措置活動(CAP)に
関する適用ガイド」参照）

3) 業務に必要なプロセスの計画における，起こり得る問題の影響等に関するリスク及び
機会への取組（7.1(1)参照）

4) 業務に必要なプロセスの変更によるリスク（コンフィギュレーション管理(CM)に係る
もの含む）評価（7.1追加要求事項(5)参照）

5) 原子力施設の設計・開発における，不適合及び予期せぬ事象の発生を未然に防止する
ためのリスク及び機会を考慮した活動（7.3.1(1)参照）

6) 設計変更における変更の影響評価（7.3.7(3)参照）

7) 計画どおりの結果を得られないおそれのある場合の修正及び是正処置（8.2.3(5)参照）

8) プロセス及び原子力施設の特性及び傾向から是正処置の機会を得る（8.4(2)c）参照）

9) 業務・原子力施設に係る改善のために実施された処置及びマネジメントシステムの変
更（8.5.2(7)(8)参照）

10) 未然防止における他の原子力施設（組織内の他施設を含む）及び他の施設から得られ
た知見の活用（8.5.3参照）
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(1)
パフォーマンス
監視・評価

(3)
意思決定
実行

(2)
リスク評価

(4) 改善措置活動（CAP）
(5) コンフィギュレーション管理（CM）

・パフォーマンスを監視・評価し，課題とその
解決策の候補を抽出。
・解決策実施後の有効性を監視・評価。

決定論的評価，PRAに加え，新知
見，国内外の運転経験等の様々な
事項を考慮し，意思決定に必要な情
報を提供。

規制要件，工学的評価，
補償的措置，基準，目標等
を考慮して最良の解決策を決
定し，実施。

(4) 改善措置活動（CAP）
事業者における問題を発見して解決する取組み。 問題の安全上の重要性の評価，対応の優先順位付け，

解決するまで管理していくプロセスを含む。OE情報を含めて，CAPの中にリスクが潜んでいないか？ RIDMの入口

(5) コンフィギュレーション管理（CM)
設計要件，施設の物理的構成，施設構成情報の３要素の一貫性を維持するための取組み。

システムを支える機能

「リスク情報の活用に向けた戦略プラン及びアクションプラン」2018.2 電事連資料を参照

リスク情報を活用した意思決定
（Risk-Informed Decision Making：RIDM）

20
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自律的な安全性向上のマネジメントシステム



JEAC4111改定内容の概要 (２）
改善措置活動（CAP）

8.5.2是正処置

(1)組織は，不適合その他の事象の再発を防止するため，遅滞
なく原因を除去する処置をとらなければならない。

【定義】「その他の事象」には，結果的に不適合には至らなかっ
た事象又は原子力施設に悪影響を及ぼす可能性のある事象
を含む。

⇒様々な手段で行われてきた「不適合未満の管理」をCAPシス
テムに集約し充実

【適用ガイド】

附属書-３「改善措置活動（CAP)に関する適用ガイド」において，
不適合未満の事象への対応を記載

21



CAPシステムの基本構造(附属書-３)
 不適合のみならず，不適合未満の事象や気づきなどを状態報告（Condition Report )として，すべて

インプットする（その際，事業者のみならず，構内企業，協力企業からもインプットしてもらうことが肝

要）。

 この状態報告について1件，1件に拘るのではなく，状態報告の全数を母集団として，評価することに

より，自らの脆弱性を探し出し，その脆弱性を是正する事を目的としている

 この状態報告は，一方ではリスクを検討するためのシーズであり，リスクの観点でもレビューが必要
である

PI，状態報告等全体を評価し組織
の脆弱性を抽出

評価，監視
及び測定

重要度判断

原因分析

対策立案

【基本モデル】

状態報告

スクリーニング

是正処置 マネジメント活動

CAQ Non-CAQ

パフォーマンス評価，監視及び測定

22



JEAC 4111改定内容の概要 (３)
コンフィギュレーション管理

7.1(5) コンフィギュレーション管理に対する要求

組織は，原子力施設が設計で要求したとおりに製作・設置さ
れ，運転・維持（保全）されていることを確認，保証するため，設
計要件，物理的構成，施設構成情報の整合性が保たれている
ことに加え，３要素に変更が生じた場合に整合性が確保できる
ようにしなければならない。（追加要求）

施設管理全体の中で，JEAC 4209と合わせて適用できるよう，コン
フィギュレーション管理に関する追加要求事項を定め，それを満たす
ための推奨事項及び例示を適用ガイドに記載。

23



JEAC4111改定内容の概要 (４)
組織変更を含む変更管理

5.4.2 マネジメントシステムの変更

(2) トップマネジメントは，マネジメントシステムの変更を計画し，実施する
場合には，その変更がマネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾
なく，整合がとれているようにしなければならない。

この変更には，プロセス及び組織の変更（累積的な影響が生じうるプロ
セス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む

【適用ガイド】

・この変更に対してもグレード分けを適用できるが，これをガイドで示すと共
に，「変更の計画」「レビュー」「実施」「評価」の各プロセスの適用ガイドを記
載。また，組織変更についての適用ガイドを示す。

“「組織の変更」とは，プロセスの変更とは異なり，組織全体の構造（組織構
造）の変更を指す。一次文書に規定する組織の責任・権限の変更を行う場
合は，組織変更として管理することが一般的であるが，マネジメントシステ
ムを構成する全ての組織変更に対応することが望ましい”

24



変更管理における各段階の取組の事例

1)変更の計画

適正な変更の計画を行うことは，手直し，業務の取消し又は延期などの悪影響の回避，不適合
なアウトプットの回避，人的過誤によるインシデントの回避などに役立ち得る。このため，変更の
計画においては，原子力安全に対する重要度に応じて，基本要求事項a)～d)を適切に考慮しな
ければならない。また，変更に関係する（協力・支援を含む）部門は，計画の段階であらかじめ明
確にすることが望ましい。

2)変更の計画のレビュー

変更に伴うリスク評価ばかりでなく，変更を成功させるため，変更の計画を，変更の大きさ，原
子力安全に対する重要度に応じて，適切にレビューすることが望ましい。また，変更は，必要な範
囲を考慮して適切に周知することが望ましい。

3)変更の実施

変更を実施する場合，変更の悪影響の可能性を抑える処置を検討することが望ましい。この場
合の例として，変更の全面的実施の前に，まず試験的に実施する方法，変更が円滑に実施でき
なかった場合にとるべき処置をあらかじめ決定しておく方法がある。なお，この処置の中には変更
を延期することも含まれる。

4)変更に対する評価

変更の実施後は，目的としたパフォーマンスを発揮しているか，適切に評価することが望ましい。

25



「変更管理の解説」

• 本項の変更の管理は，品管規則・解釈を反映し，新たに設
けられた要求事項である。JIS Q 9001:2015においても従来
の要求事項の弱点として追加された要求事項であるが，特
に「組織の変更」に対する管理は，規制要求として新たに
追加されたものであり，今後のシステム構築において注意
を要する。

26



JEAC 4111改定内容の概要 (５）
安全のための組織文化への全体的取組

【安全文化の醸成】

4.1 一般要求事項

(6) 組織は，技術的，人的及び組織的要因の相互作用（HTO)を適切に考慮し，健全な安全文化を醸

成する取組を通じて，次の状態を目指さなければならない。 目指す状態8項目（略）

5.3 品質方針

技術的，人的及び組織的要因の相互作用（HTO)が原子力安全に対して影響を及ぼすものであること

を考慮し，組織全体の安全文化のあるべき姿(5.1参照）を目指して設定しなければならない。

【安全文化を醸成するリーダーシップ】

5.1 経営者のコミットメント

組織全体の安全文化のあるべき姿を定めなければならない

5.5.3 管理者

安全文化を醸成する取組を促進するとともに，原子力安全のためのリーダーシップを発揮する。

【適用ガイド】

附属書-2「安全文化及び安全のためのリーダーシップに関する適用ガイド」にて，概念と取り組

み方を示す。
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HTOの概念
• 技術的，人的及び組織的要因の相互作用（HTO)とは，TMI事故以降にその重
要性が認識されたヒューマンファクターから発展したものである。

• 部分最適ではなく組織全体として最適な状態を志向する全体相関的取組み
（システミック・アプローチ）においてHTOが考慮される。安全のためにシステ
ミックに取り組むことは安全文化でもある。

• 安全はHTO（の相互作用）の結果であると言うことができるが，ここで相互作用
とは様々な要因が相互に影響する関係性を概念化したものであり，HTOを考
慮することにより様々な安全障壁（safety barriers）の強化，導入が可能となる。

• 組織の要員は，自らの任務を円滑に遂行するために必要な知識と思考に基づ
いて行動し，意思決定等を行うが，その際に，様々な資源として技術，手順書，
ツール，機器等が利用される（H-Tの相互作用）。また，人は組織の中で行動
するものであり，リーダーシップ，チームワーク，コミュニケーション等に係るマ
ネジメントシステムや組織文化の影響を受ける（H-Oの相互作用）。

• HTO概念の適用：過去の事象を対象とする根本原因分析等，未来に起こり得
る事象を対象とする「変更管理」等，及び現在の状態を対象とする安全文化に
関する状態のアセスメント等における考慮

28



JEAC 4111改定内容の概要 （６）
安全とセキュリティとの調和

4.1 一般要求事項
(5.) これらのプロセスにおいて，原子力安全とそれ以外の事項において意思決定の際
に対立が生じた場合には，原子力安全が確保されるようにしなければならない。

また，セキュリティ対策が原子力安全に与える潜在的な影響と原子力安全に係る対
策がセキュリティに与える潜在的な影響を特定し，解決しなければならない。

【適用ガイド】

・対立が生じる前に,原子力安全に影響を及ぼす可能性がある要素を，原子力安全が
損なわれないように管理することが有効であり，これは，統合マネジメントシステムの概
念と一致するものである。ここでいう「原子力安全に影響を及ぼす可能性がある要素」
には，安全，健康，セキュリティ，品質，経済性及び社会的影響等がある。（5.3f）参照）

・“原子力安全に影響を及ぼす可能性がある要素のうち，特に，セキュリティと原子力安
全の対策が相互に与えるリスクを考慮することが求められている”として，具体的な取
り組み事例を示す。

・また“相反を避ける方法の例を以下に示す”として，その取り組み事例を示す。
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適用ガイドにおける記載例

セキュリティと原子力安全に係る対策が相互に与えるリスクを考慮することが求められている。

1) 原子力安全とセキュリティの両者の手順書の関係，すなわちマネジメントシステムとセキュリ
ティで共通か，またはそれぞれに独自の手順であるかを，セキュリティに係る制約を考慮した上
で，手順書リスト等で明確にすることが望ましい。

2) 原子力安全及びセキュリティの手順書に，他の措置との干渉に関する事項を記載することに
より，相反を避けることができる。

3) 文書管理，不適合管理等の管理指向的な文書では，セキュリティに係る制約を考慮した上で
ルールを共通化してもよい。セキュリティに係る手順書のうち，組織の要員が共通して知るべき
ものはマネジメントシステムの文書と同様に関係者に周知される。（コミュニケーション）

なお，本規程では，セキュリティのみに特有の事項については記載していない。

4) 相反を避ける方法の例を以下に示す。

・業務計画，設計管理において，業務の実施部署は，セキュリティ担当部署に対し核物質防護に
係るリスクについて確認するよう依頼する。

・業務の担当部署は，セキュリティ担当部署から原子力安全に係るリスクについて確認を依頼さ
れた場合は，守秘義務及び業務分掌の規定を考慮した上で確認をする。

・保守管理業務の計画・実施において，セキュリティのための障壁，侵入検知装置等を妨げること
のないようにする。

・改善措置活動(CAP)に，セキュリティに関する活動の情報のうちから，共有可能な範囲で登録す
る。 30



JEAC 4111改定内容の概要 （７）
管理者の自己アセスメント

5.5.3 管理者 (1)  管理者の責任と権限
a) プロセスが確立され，実施されるとともに，有効性を継続的に改善する。

b) 業務に従事する要員の，業務・原子力施設に対する要求事項についての認識を高める。

c) パフォーマンスについて評価する（5.4.1及び8.2.3参照）。

d) 健全な安全文化を醸成する取組を促進する。

e) 関係法令を遵守する。

5.5.3 管理者 (2) リーダーシップ

a) 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務のパフォーマンスを監視測定する。

b) 要員が，原子力安全に対する意識を向上し，かつ，原子力安全への取組を積極的に行えるように
する。

c) 原子力安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係する要員に確実に伝達する。

d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに，要員が，積極的に原子力安全に関
する問題の報告を行えるようにする。

e) 要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする。
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JEAC 4111改定内容の概要 （７）
管理者の自己アセスメント

5.5.3 管理者

(3) 自己アセスメント（安全文化の劣化兆候を含む）

【適用ガイド】

• 管理者が，与えられた責任及び権限に基づき実施した活動に対して実施す
る自己アセスメントの例を以下に示す。

1)プロセスの監視及び測定によるプロセスのパフォーマンスの評価（8.2.3参照）

2)品質目標の達成状況の評価（8.2.3参照）

3)安全文化に関する状態の評価（附属書-2「安全文化及び安全のためのリー
ダーシップに関する適用ガイド」参照）

プロセスのパフォーマンスとは，業務の結果の実績・出来栄えであり，「8.2.3
プロセスの監視及び測定」「8.3不適合管理」で得られた結果が含まれ，これ
等について，自ら評価することが求められている。
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JEAC 4111改定内容の概要 （８）
検査員の独立性確保

8.2.4 検査及び試験

【基本要求事項】

(6)  原子力安全に対する重要度に応じて検査及び試験を行う要員の独立
性を確保しなければならない。

【追加要求事項】

(6) 検査及び試験の要員の選定に際しては，検査及び試験のプロセスを
遂行するために必要な力量を有する者を選定しなければならない。

検査及び試験の要員の力量を評価し，認定する仕組みがなければな
らない。

33



【適用ガイド】

(6)①品管規則及び解釈では，検査員が適正な判定を行うに当たり，不当な影響を受けること
がなく，中立性及び信頼性が損なわれないよう独立性と力量が必要としている。独立性
としては，使用前事業者検査等を実施する要員と当該検査対象の原子力施設を所管す
る要員が，保安規定に規定する職務の内容に照らして，別の部門に所属していることを
いい，発電用原子炉施設における使用前事業者検査等の独立性を確保する例を以下に
示す。

1)検査責任者を工事所管部門と違う部門の者とする

2)検査員を工事所管部門と違う部門の者とする

この場合の検査員の例を以下に示す

・組織内の工事所管部門とは別の部門の者

・検査業務を委託したメーカー等で工事を所管した部門から独立した部門の者

・検査業務を委託した第三者

検査対象の設備の重要度及び検査内容に応じて1)及び2)を組み合わせて行うことが望
ましい。また，自主検査等については，原子力安全に対する重要度に応じて事業者自身
が独立性の程度を定めて行うことが望ましい。

JEAC 4111改定内容の概要 （８）
検査員の独立性確保
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JEAC 4111改定内容の概要 （９）
業務の計画への設計管理プロセス適用

7.3.1 設計・開発の計画

(1)…また，設計・開発には，設備，施設，計算機ソフトウェアの設計・

開発，原子力安全のために重要な手順書等の新規制定及び重要

な変更を含まなければならない。さらに，設計・開発の計画には，

不適合及び予期せぬ事象の発生を未然に防止するための活動

（4.1(2)c）を含む）を行うことを含めなければならない。

【適用ガイド】

原子力安全のために重要な手順書等の新規制定及び重要な変更に
は，業務の計画に係る手順書等の新規制定，及び法令等の改正，
保安規定の変更，組織改編等による，複数の手順書等の変更を伴う
大幅な業務の計画の変更を含めることが望ましい。
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JEAC 4111改定内容の概要 （１０）
一般産業用工業品の管理

7.4.1 調達プロセス

(2) 供給者及び調達製品に対する管理の方式及び程度（力量を有する者

を外部委託により確保する範囲を明確に定めることを含む。）は，調達

製品が，原子力安全に及ぼす影響に応じて定めなければならない。こ

の場合，一般産業用工業品については，供給者等から必要な情報を

入手し，当該一般産業用工業品が原子力施設として使用できることを

確認できるように，管理の方法及び程度を定めなければならない。

36

3.4 一般産業工業品 【用語及び定義】
原子力施設の安全機能に係る，構築物，系統及び機器並びに
それらの部品であって，専ら原子力施設において用いるために
設計開発及び製造されたもの以外の工業品。



JEAC 4111改定内容の概要 （１０）
一般産業用工業品の管理

7.4.1 調達プロセス 【適用ガイド】

⑥一般産業用工業品の使用に関する確認では，技術的な評価の方法，評価に必要な情報，評価の実施箇
所等を明確にし，実施するのが望ましい。評価の方法の例を示す。

⑦一般産業用工業品に対する技術評価では，原子力施設の安全機能に係る耐震強度，耐放射線性，耐久
性等の設計条件を満たしていることを確認することが望ましい。

⑧一般産業用工業品に対する技術評価では，原子力施設の安全機能に係る要求事項を満たしていること
を，部品単位又は機器単体での機能試験（加振試験による耐震性の確認等）により確認することが望ま
しい。

⑨供給者等に提供する「設置しようとする環境等の情報」には，該当する以下の事項を含めることが望まし
い。

1)設置環境における放射線 (線量，汚染区分)，温度，湿度
2)最高使用圧力・温度
3)内部流体
4)性能要求
5)運転，保守のためのアクセス性
6)他の機器とのインタフェース

⑩予備品，交換品等として調達する一般産業用工業品は，同一仕様であることを確認するか，又は設計・
開発の変更に基づく仕様変更に対する評価を供給者等に求めることができる。

37

一般産業用工業品が，原子力
施設で使えるかどうかの
検証をする必要がある；
これは「設計管理の活動」
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JEAC 4111改定内容の概要 （１１）
以下の要求に対して，適用ガイドにて対応方法を示す

項目 要求内容 適用ガイドの対応

4.2.3 文書管理
（品管規則・解釈，GSR
Part2 4.32の反映）

文書制定時の妥当性確認及び
定期的なレビューを行う者の明
確化（文書を使用する者のレ
ビューへの参加要求）

レビューの方法及び要員の参画方
法に関する例を記載

4.2.3 文書管理
（品管規則，JIS Q
9001 7.5.3.1の反映）

不適切な使用，又は変更（流
出）を防止

不適切な使用又は変更を防止する
ための手段の例を記載

4.2.3 文書管理
（品管規則，GSR Part2
4.17,4.18の反映）

文書作成時に使用した根拠等
に関する情報の維持

根拠等に関する情報の例を記載。

5.3 品質方針
5.6 マネジメントレ

ビュー
（JIS Q 9001 4.1,4.2の
反映）

組織の状況や利害関係者の
ニーズ・期待を踏まえた事業と
マネジメントシステムの統合

品質方針の適切性として，組織を取
巻く内部・外部の課題の明確化及び
例を記載
マネジメントレビューへのインプットに
内部・外部の課題の明確化

5.5.1 責任及び権限
（品管規則・解釈，GSR
Part2 4.11の反映）

責任と権限のインターフェース 責任と権限を定める方法の例を記載
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JEAC 4111改定内容の概要 （１２）
以下の要求に対して，適用ガイドにて対応方法を示す

項目 要求内容 適用ガイドの対応

6.1 資源の提供
（品管規則及びJIS Q
9001 の反映）

必要な組織の知識を入手する方
法，又はそれらにアクセスする方
法の決定（追加要求）

組織の知識の例を記載

6.2.1 (人的資源）一般
（品管規則・解釈，GSR
Part2 4.22の反映）

組織内部で力量がある要員を確
保できない場合の外部からの要
員確保

外部から要員を確保して業務を
委託する場合の例示を記載

7.4.2 調達要求事項
（品管規則・解釈の反映）

調達プロセスへの規制機関の立
入を可能とする措置の追加（フ
リーアクセス）

立入による確認の範囲の例を記
載

7.4.1 調達プロセス
7.4.2 調達要求事項
（品管規則・解釈の要求
を明確化）

偽造品，不正品等の防止対策，

及び関係者への情報提供を追加

要求事項に追加

偽造品，不正品等を防止対策の

具体的な方法等を記載

8.2.2 内部監査
（品管規則・解釈の要求
を明確化）

監査員の力量管理（追加要求） 力量管理の具体的な方法を記載


